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MMR ワクチン被害の責任等について（要求） 

 
4 月 20 日に本訴訟控訴審の判決が大阪高裁で出ました。判決は３被害と MMR 接種との

因果関係を認め、国の過失責任を指摘しました。私たちは２００３年３月３日ワクチント

ーク全国、全国薬害被害者団体連絡協議会と共に被害についてその責任を認め、速やかに

謝罪し、損害を賠償すること等を要求しましたが、貴職は責任、謝罪について係争中を理

由に回答しませんでした。控訴審判決で１被害の死亡と接種との因果関係を除いて確定し

ましたが、４か月を経過する現在まで貴職から被害者に謝罪の言葉がありません。一方、

ワクチン製造業者に対する指導監督義務違反についてはその反省と改善策検討には十分な

日時が経過しました。本日の薬害根絶デーにあたり次のとおり要求します。 
 
記 

1. ワクチン製造業者に対する指導監督義務違反について、控訴審判決を受けて阪大微生

物病研究会に対する貴職の義務違反の事実、責任、反省を明らかすること。 
2. 今後全ての予防接種で、ワクチン製造業者を十分に指導監督することを国民に約束し、

控訴審判決が「一般的な行政指導権限、薬事法に定める立入検査、緊急命令、同製造

承認及び製造承認の取消等の権限や、ワクチンの発注者としての契約上の地位などに

基づいて、ワクチン製造業者に薬事法の製造承認制度に関する指導を継続的に行い、

製造現場の立ち入り検査や製造担当者への個別指導などを行うことにより、薬事法に

基づいて承認を与えた方法でワクチンが製造されていることを確認するとともに、こ

れを遵守するよう指導するなどの方法により、これを行うべきもの」と指摘した指導

監督の改善方法と実施状況を提示すること。 

3. 上記反省と被害を再発させない決意を持って、３被害の被害者家族に貴職が出向いて

謝罪すること。 
4. 同様に、MMR 接種の全被害者少なくとも健康被害認定者に貴職が謝罪すること。謝罪

の方法を提示すること。 
5. 全ての予防接種における安全確保のために、副作用情報の迅速な収集、その評価と活

用の体制づくりに努めること。第 11 回予防接種に関する検討会（２００６年１月２７
日）で了承の「副反応報告の活用について」で示された副作用情報の収集と評価・公
表、安全確保に関する考え方がどのような日程と手順で具体化されるのか提示するこ
と。 

6. 全ての予防接種における安全確保のために、重大な副作用が疑われた際、迅速に接種
中止の判断を行い、被害を最小限にとどめる体制づくりに努めること。 


